
老
人
保
健
に
加
入
す
る
人
は

　

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

75
歳
以
上
に
な
る
と
、
加
入
し
て
い
る

健
康
保
険
の
資
格
に
加
え
て
老
人
保
健

制
度
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
75
歳
未
満
で
も
昭
和
7
年

9
月
30
日
以
前
生
ま
れ
の
人
と
、
一
定

の
障
が
い
が
あ
り
市
長
の
認
定
を
受
け

た
65
歳
以
上
の
人
は
老
人
保
健
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は

　

お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
は
、
窓

口
に
健
康
保
険
証
、
健
康
手
帳
、
老
人

医
療
受
給
者
証
を
必
ず
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。
窓
口
で
支
払
う
お
金
は
、
世
帯

や
所
得
の
状
況
に
よ
り
、
自
己
負
担
割

合
が
1
割
と
3
割
に
分
か
れ
ま
す
。
医

療
機
関
の
窓
口
で
老
人
医
療
受
給
者
証

が
な
い
と
負
担
割
合
の
正
し
い
判
定
が

で
き
ま
せ
ん
。

入
院
し
た
と
き
は

　

市
民
税
非
課
税
の
世
帯
に
属
す
る
人

（
低
所
得
Ⅱ
）と
市
民
税
非
課
税
の
世
帯

で
か
つ
世
帯
員
の
所
得
が
一
定
基
準
以

下
で
あ
る
人（
低
所
得
Ⅰ
）に
つ
い
て
は

「
老
人
医
療
の
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」を
医
療
機
関
に
提

示
す
れ
ば
、
入
院
時
の
自
己
負
担
額
お

よ
び
食
費
負
担
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
こ

の
認
定
証
は
、
保
険
年
金
課
、
下
総
・

大
栄
支
所
住
民
課
に
申
請
し
、
認
定
さ

れ
た
場
合
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
ら

　

外
来
や
入
院
な
ど
で
、
同
じ
月
内
の

自
己
負
担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
老
人
保
健
か
ら
払
い
戻
し
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す（
保
険
の
適
用
を

受
け
な
い
診
療
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど

は
対
象
外
で
す
）。
限
度
額
に
つ
い
て

は
下
表
の
と
お
り
区
分
さ
れ
て
い
ま

す
。
同
じ
月
内
の
全
て
の
自
己
負
担
分

を
合
算
し
、
入
院
ま
た
は
外
来
の
限
度

額
を
超
え
た
分
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

高
額
医
療
費
が
支
給
さ
れ
る
人
に

は
、
受
診
月
の
2
〜
3
カ
月
後
に
手
続

方
法
な
ど
が
記
載
さ
れ
た「
該
当
通
知

書
」を
送
付
し
て
い
ま
す
。
通
知
が
届

い
た
人
は
早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
世
帯
員
全
員
が
市
民
税
非
課

税
に
該
当
す
る
人
は
、
限
度
額
が
減
額

さ
れ
ま
す
の
で
、
負
担
額
減
額
認
定
の

申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ご
存
じ
で
す
か
、
老
人
保
健

老
人
保
健
は
、
75
歳
以
上
の
人
が
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
と
き
に
適
用
さ
れ

る
医
療
制
度
で
す
。
お
年
寄
り
の
金
銭
的
負
担
を
少
な
く
し
、
安
心
し
て
適

切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の「
老
人
保
健
制
度
」に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○ 低所得者Ⅱとは、世帯員全員が市民税非課税
○ 低所得者Ⅰとは、世帯員全員が市民税非課税で、

全員の所得が一定基準以下

自己負担限度額

負担区分 外来（個人） 外来＋入院（世帯ごと）

一定以上
所得者

44,400円

80,100円＋医療費が267,000円
を超えた場合、超えた分の1％

（過去12カ月以内に4回以上高額
支給があった場合、4回目以降
の限度額は44,400円）

一般 12,000円 44,400円

低所得者Ⅱ
8,000円

24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円
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こ
れ
ま
で
は
、
75
歳（
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
人
は
65
歳
）以
上
の
人
は
国

保
や
健
保
組
合
な
ど
の
医
療
保
険
制
度

に
加
入
し
な
が
ら「
老
人
保
健
制
度
」で

医
療
を
受
け
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20

年
4
月
か
ら
は
新
た
に
独
立
し
た
医
療

保
険
制
度
と
な
る「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」で
医
療
を
受
け
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

ポ
イ
ン
ト

　

新
し
い
高
齢
者
の
医
療
制
度
は
平
成

20
年
4
月
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

制
度
の
運
営
は
県
内
の
す
べ
て
の
市

町
村
が
加
入
す
る「
広
域
連
合
」が
行
い

ま
す
。

　

広
域
連
合
の
区
域
内
に
住
む
75
歳
以

上
の
人（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
人
は

65
歳
以
上
）は
、
そ
の
広
域
連
合
が
運

営
す
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
と
な
り
ま
す
。

広
域
連
合
の
役
割

　

県
単
位
で
す
べ
て
の
市
町
村
が
加

入
す
る「
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

が
、平
成
19
年
3
月
ま
で
に
設
立
さ
れ
、

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
を
運
営
す
る
保

険
者
と
な
り
ま
す
。

　

広
域
連
合
は
、
被
保
険
者
の
加
入
・

脱
退
や
保
険
証
の
発
行
、
保
険
料（
率
）

の
決
定
、
給
付
に
関
す
る
決
定
、
保
健

事
業
の
実
施
な
ど
を
行
い
ま
す
。

市
の
役
割

　

市
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
う

ち
、
保
険
料
の
徴
収
と
申
請
や
届
け
出

の
受
け
付
け
、
保
険
証
の
引
き
渡
し
な

ど
の
窓
口
業
務
を
行
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
市
保
険
年
金
課︵
☎

20
︲
1
5
4
7
︶へ
。
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
に
つ
い
て
は
千
葉
県
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
総
務
課︵
☎

0
4
3
︲
2
2
3
︲
0
0
7
5
︶へ
。

平
成
20
年
4
月
か
ら
新
し
い
高
齢
者
の
医
療
制
度（
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
）が
始
ま
り
ま
す

Q  お医者さんにかかるときの自
己負担は？

A  老人保健で医療を受けるときと同じで
す。一般の人は1割負担、一定以上の

所得のある人は3割負担となります。

Q 保険料の負担はどうなる？
A  保険料は広域連合ごとに決められ、

原則として年金から徴収されます。

今まで自分で保険料を払っていな

かった健保組合などの被扶養者も保

険料を負担します。

　  　保険料率などについて決定したら

広報でお知らせします。

Q  現在加入している医療制度は
そのままですか？

A  75歳（一定の障がいがある人は65歳）
以上の人はすべて、今加入している

医療制度から、この新しい高齢者医

療制度の被保険者となります。

Q  受けられる給付は変わりませ
んか？

A  老人保健制度で受けていたときと同
様の給付が受けられます。

一
定
以
上
所
得
者
と
は

　

一
定
以
上
所
得
者
は
、
市
民
税
課
税

所
得
が
1
4
5
万
円
以
上
の
高
齢
者

（
老
人
医
療
受
給
者
お
よ
び
70
歳
以
上

の
人
）が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

区
分
は
世
帯
ご
と
に
統
一
さ
れ
る
た

め
同
じ
世
帯
の
高
齢
者
も
一
定
以
上
所

得
者
と
な
り
ま
す
。

　

窓
口
で
の
負
担
割
合
に
つ
い
て
は
、

一
定
以
上
の
所
得
で
も
年
収
が
基
準

額
未
満（
高
齢
者
が
1
人
の
世
帯
の
場

合
は
年
収
3
8
3
万
円
未
満
、
2
人
以

上
の
世
帯
の
場
合
は
年
収
の
合
計
が

5
2
0
万
円
未
満
）の
場
合
は
、
申
請

し
て
認
定
さ
れ
る
と
1
割
負
担
に
な
り

ま
す
。

　

所
得
判
定
は
毎
年
8
月
1
日
を
基
準

に
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
、
課
税
所
得
が
1
4
5
万
円
以

上
2
1
3
万
円
未
満
の
場
合
、
高
齢

者
が
2
人
以
上
の
世
帯
で
年
収
の
合
計

が
5
2
0
万
円
以
上
6
2
1
万
円
未
満

ま
た
は
高
齢
者
が
1
人
の
世
帯
で
年
収

3
8
3
万
円
以
上
4
8
4
万
円
未
満
の

場
合
に
、
申
請
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
の
自
己

負
担
限
度
額
に
つ
い
て
は「
一
定
以
上

所
得
者
」で
は
な
く「
一
般
」の
限
度
額

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

老
年
者
非
課
税
措
置
廃
止
に

よ
る
経
過
措
置

　

同
じ
世
帯
に
老
年
者
非
課
税
措
置
の

廃
止
に
よ
っ
て
新
た
に
住
民
税
が
課

税
さ
れ
る
人
が
い
る
場
合
で
も
、
そ
の

人
が
昭
和
15
年
1
月
2
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

1
2
5
万
円
以
下
で
あ
る
場
合（
税
法

上
の
経
過
措
置
対
象
者
）に
は
経
過
措

置
が
あ
り
ま
す
。
申
請
し
て
認
め
ら
れ

る
と
ほ
か
の
非
課
税
の
老
人
医
療
受
給

者
に
つ
い
て
は
、
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度
額
お
よ

び
食
事
の
標
準
負
担
額
は
引
き
続
き

「
低
所
得
Ⅱ
」が
適
用
さ
れ
ま
す
。

後期高齢者医療制度が始まると
今までの老人保健制度と何が変
わりますか
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